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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

は
じ
め
に

本
稿
で
補
任
歴
名
と
い
う
史
料
を
扱
う
に
あ
た
り
、
ま
ず
補ぶ

歴り
ゃ
くに
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
補ぶ

歴り
ゃ
くと
は
公
家
社
会
の
構
成
員
を

列
記
し
、
そ
の
序
列
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
補
歴
は
補ぶ

任に
ん

（
官
職
ご
と
に
毎
年
あ
る
い
は
天
皇
の
歴
代
ご
と

に
補
任
さ
れ
た
者
を
記
入
し
た
帳
簿
）
と
歴
り
ゃ
く
み
ょ
う

名
（
位
階
ご
と
に
叙
さ
れ
た
者
の
氏
名
を
授
位
の
つ
ど
書
き
加
え
た
帳
簿
）
の
総
称
と
さ

れ
た
り
）
1
（

、
年
ご
と
の
公
家
の
序
列
を
示
し
た
名
簿
と
考
え
ら
れ
た
り
）
2
（

、
史
料
の
性
格
に
つ
い
て
幅
の
あ
る
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
主
な
原
因
は
史
料
の
多
様
性
に
あ
る
。
史
料
の
構
成
・
様
式
や
作
成
に
関
わ
る
す
べ
て
の
点
で
複
数
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
時
代
に

よ
っ
て
も
変
化
し
て
い
る
。
研
究
者
に
よ
っ
て
対
象
と
し
て
い
る
史
料
が
異
な
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
補
歴
の
定
義
も
多

様
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
補
歴
の
表
記
に
つ
い
て
も
、
史
料
の
表
題
や
古
記
録
に
お
い
て
「
補
歴
」「
補
暦
」「
補
略
」
等
と
記
さ
れ

て
お
り
、
一
様
で
は
な
い
。
近
年
で
は
、
補
略4

を
補
任
・
歴
名
の
総
称
と
さ
れ
る
場
合
の
補
歴4

と
は
区
別
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
る
な

ど
）
3
（

、
補
歴
に
関
す
る
研
究
は
進
展
を
見
せ
て
お
り
、
今
後
体
系
的
な
研
究
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
補
歴
と
は
ま
た
異
な
る
構
成
・
様
式
を
も
つ
史
料
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

他
の
補
歴
史
料
を
関
連
付
け
る
史
料
で
も
あ
り
、
補
歴
史
料
を
体
系
的
に
考
え
る
手
立
て
を
与
え
る
点
で
重
要
な
史
料
と
い
え
る
。
当

永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

井　

手　

麻
衣
子
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

該
史
料
と
他
の
補
歴
と
の
関
係
や
、
作
成
さ
れ
た
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
補
歴
研
究
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
中
近
世

移
行
期
の
公
家
社
会
構
造
へ
の
理
解
を
深
め
る
一
助
に
し
た
い
。

１
．
補
任
歴
名
の
全
文
と
書
誌
情
報

ま
ず
、
当
該
史
料
の
全
文
を
掲
げ
、
基
礎
的
な
事
項
か
ら
確
認
し
た
い
）
（
（

。

（
表
紙
）

　
「
補
任
歴
名　

永
正
ヽ六
歟

年
」

　
　
　
　

公
卿

関
白
左
大
臣
正
二
位　

臣
藤
原
朝
臣 

尚
経　

九
条
ヽ〔
殿
、以
下
同
〕

右
大
臣
正
二
位
兼
行
左
近
衛
大
将
臣　

 
兼
輔　

鷹
司
ヽ

内
大
臣
正
二
位
兼
行
右
近
衛
大
将
臣　

 
実
香　

三
条

正
二
位
行
権
大
納
言　

臣
藤
原
朝
臣 

宣
胤　

中
御
門

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

宗
綱　

中
御
門
号
松
木

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

実
仲　

四
辻
号
数〔
薮
〕内

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

政
為　

冷
泉
下

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

季
経　

四
辻
下

従
二
位　

　
 

　
　
　
　
　
 

季
種　

小
倉
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
 

臣
菅
原
朝
臣 

長
直　

高
辻

　
　
　
　
　
 

臣
藤
原　

　
 

実
望　

三
条

征
夷
大
将
軍
従
二
位
行
権
大
納
言
臣
源
朝
臣 

義　

尹

従
二
位
行
権
中
納
言　

臣
藤
原
朝
臣 

元
長　

甘
露
寺

正
三
位
行　

 
　
　
　
　
　
 

雅
俊　

飛
鳥
井

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

経
名　

大
炊
御
門

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

公
胤　

徳
大
寺

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

宣
秀　

中
御
門

　
　
　
　
　
 

臣
菅
原
朝
臣 

和
長　

坊
城

　
　
　
　
　
 

臣
源
朝
臣 

通
言　

久
我

　
　
　
　
　
 

臣
藤
原
朝
臣 

季
孝　

菊
第

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

忠
輔　

花
山
院

権
中
納
言
従
三
位 

臣
源
朝
臣 
材
親　

北
畠
伊
勢
国
司
也

参
議
正
三
位 

臣
藤
原
朝
臣 

永
宣　

冷
泉

参
議
正
三
位
行
左
大
弁
臣
藤
原
朝
臣 

守
光　

廣
橋

参
議
従
三
位 

臣
藤
原　

　
 

済
継　

姉
小
路

参
議
従
三
位
行
右
近
衛
権
中
将　

　
 

公
条　

三
条

参
議
従
三
位
行
右
大
弁　

　
　
 

尚
顕　

勧
修
寺

参
議
従
四
位
上
行
左
近
衛
権
中
将　

 

公
音　

四
辻
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

季
綱　

阿
野

参
議
従
四
位
上 

　
　
　
　
　
 

冬
光　

烏
丸

非
参
議

前
関
白
准
三
宮

前
左
大
臣
従
一
位 

臣
藤
原
朝
臣 

政
基　

九
条
殿

前
関
白

前
太
政
大
臣
従
一
位 
臣
藤
原
朝
臣 

政
平　

鷹
司
ヽ

前　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

冬
良　

一
条
ヽ

前　
　

前
左
大
臣　

 
　
　
　
　
　
 

尚
通　

近
衛
ヽ

前
左
大
臣　

 
　
　
　
　
　
 

実
淳　

徳
大
寺

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

政
長　

花
山
院

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

公
興　

菊
第

前
右
大
臣
従
一
位 

臣
源
朝
臣 

豊
通　

久
我

　
　
　
　

正
二
位 

臣
藤
原
朝
臣 

公
藤　

西
園
寺

前
内
大
臣
正
二
位 

　
　
　
　
　
 

実
隆　

三
条

前
権
中
納
言
正
二
位 

　
　
　
　
　
 

緑
光　

武
者
小
路

前
権
中
納
言
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

正
二
位
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
臣
源
朝
臣 

俊
量　

綾
小
路

前
権
中
納
言
従
二
位 

臣
藤
原
朝
臣 

政
顕　

勧
修
寺

前
権
中
納
言

従
二
位
兵
部
卿 

臣
源
朝
臣 

重
治　

田
向

前
権
中
納
言
従
二
位 

臣
藤
原
朝
臣 

基
富　

園

　
　
　
　
　
 

臣
源
朝
臣 

通
世　

中
院

　
　
　
　
　

正
三
位 
臣
藤
原
朝
臣 

公
夏　

橋
本

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

俊
名　

小
川
坊
城

　
　
　
　
　

従
三
位　

　
　
　
　
　
 

量
光　

柳
原

前
参
議
従
三
位 

臣
源
朝
臣 

有
継　

六
条

前
参
議

正
三
位
行
左
衛
門
督 

臣
藤
原
朝
臣 
基
春　

持
明
院

前
参
議
従
三
位 

臣
源
朝
臣 
具
茂　

堀
川

正
二
位
行
神
祇
伯 

臣
忠
冨
王 

号
白
川

従
三
位　

 

臣
藤
原
朝
臣 

嗣
賢　

藤
井

従
三
位
行
式
部
大
輔 

臣
菅
原
朝
臣 

章
長　

高
辻

従
三
位　

 

臣
藤
原
朝
臣 

為
孝　

冷
泉
下

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

忠
顕　

松
殿

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

顕
基　

号
町
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

 
 
 
 

諸
臣　

大
略
記
之

正
四
位
上

 
藤
家
幸　

刑
部
卿 

　

清
閑
寺

正
四
位
下

 

藤
実
始　

中
将 

　

河
鰭　

又
号
一
条

 

藤
隆
永　

少
将 
　

四
条　

号
北
畠
四
条

 

菅
為
学　

大
内
記 
　

五
条

 

藤
康
親　

頭
中
将 

　

中
山

従
四
位
上

 

藤
行
季　

少
将 

　

世
尊
寺

 

藤
実
胤　

右
頭
中
将　

正
親
町　

又
号
裏
辻

 

藤
実
宣　

中
将 

　

西
園
寺

 

藤
隆
康　

中
将 

　

鷲
尾

 

藤
房
家　

中
将 

　

一
条
故
妙
華
寺
関
白
息

従
四
位
下

 

藤
澄
光〔
隆
〕　

侍
従 

　

日
野

 

藤
為
和　

中
将 

　

冷
泉

 

源
通
興　

侍
従 

　

中
院
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

 

藤
公
兄　

少
将 

　

三
条

 

源
雅
業　

少
将 

　

白
川

 
藤
重〔
言
〕綱　

内
蔵
頭 

　

山
科

正
五
位
下

 

藤
隆
秀　

少
将 

　

四
条

 

藤
嗣
廣　

藤
井

 

藤
伊
家　

右
少
弁 
　

甘
露
寺

 

藤
光
継　

竹
屋

 

藤
英
兼　

少
将 

　

水
無
瀬

 

藤
基
規　

少
将 

　

持
明
院

 

藤
秀
房　

右
少
弁 

　

万
里
小
路

 

源
冨
秀　

白
川

 

藤
雅
綱　

少
将 

　

飛
鳥
井

 

藤
資
遠　

平
松

 

源
重
親　

少
将 

　

庭
田

 

源
資
数　

侍
従 

　

綾
小
路

 

藤
永
家　

侍
従 

　

高
倉

 

藤
季
国　

侍
従 

　

滋
野
井

 

平
時
永　

西
洞
院
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

 

藤
公
彦　

菊
第

 

藤
宗
藤　

侍
従 

　

中
御
門　

号
松
木

 
藤
資
定　

右
兵
衛
佐　

柳
原

従
五
位
下

 

藤
為
益　

中
務
少
輔　

法
性
寺

 

藤
公
博　

清
水
谷　

号
一
条

 

菅
長
光　

式
部
権
少
輔　

西
坊
城

 

藤
資
蔭　

侍
従 
　

烏
丸

 

藤
俊
茂　

侍
従 

　

北
畠

 

菅
定
雄　

号
高
原

 

藤
範
久　

号
高
倉　

南
家
也

 

藤
頼
孝　

侍
従　

飛
鳥
井
中
納
言
入
道
子

 

藤
実
賢　

洞
院

 

藤
頼
継　

右
兵
衛
権
佐　

葉
室

六
位

 

蔵
人
式
部
丞
菅
原
在
名　

唐
橋

 

蔵
人
左
近
将
監
源
諸
仲　

五
辻

 
 

堂
上
衆
当
時
補
任
歴
名
之
分
大
概
注
文
、
於
家
々
勝
劣
者
各
有
義
勢
之
間
、
無
左
右
不
能
勘
録
者
也
、
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

史
料
の
表
題
は
「
補
任
歴
名
」
と
さ
れ
、
内
題
は
な
い
。
本
稿
で
は
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
図
書
寮
文
庫
の
桂
宮
本
（
三
五
三
・
一
六

九
）
を
用
い
て
い
る
が
、
同
所
に
は
鷹
司
本
（
二
七
〇
・
一
八
八
）
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
両
本
の
異
同
は
少
な
く
、
同
系
統
の
書
写

本
と
言
え
る
。
年
代
は
表
紙
に
「
永
正
ヽ六
歟

年
」
と
墨
書
が
あ
る
ば
か
り
で
、
奥
書
に
は
作
成
・
内
容
年
代
の
い
ず
れ
も
明
記
さ
れ
て
い

な
い
）
5
（

。
内
容
年
代
を
表
す
「
永
正
ヽ六
歟

年
」
だ
が
、
年
次
が
原
本
に
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
書
き
継
が
れ
る
過
程
で
落
ち
て
い
っ

た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
当
史
料
を
書
写
し
た
時
点
で
は
、
永
正
六
（
一
五
〇
九
）
年
は
推
測
に
よ
る
年
次
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
本
の
他
に
は
、
静
嘉
堂
文
庫
本
（
一
三
二
〇
〇－

一－

七
九  

一
七
）
を
確
認
で
き
る
。
表
題
は
題
簽
に
「
補

任
歴
名　

永
正
『
六
』
年　

完
」（『
』
内
は
朱
書
き
）
と
あ
り
、
同
じ
く
内
題
は
な
い
。
た
だ
、
静
嘉
堂
文
庫
本
は
作
成
に
関
わ
る
奥

書
を
有
し
て
お
り
、「
右
補
任
歴
名
天
文
三
年
藤
原
興
致
カ
題
跋
セ
ル
逍〔
三
條
西
実
隆
〕

遥
院
殿
ノ
多
々
良
問
答
ニ
載
ラ
レ
タ
リ
、
窃
ニ
公
卿
補
任
及
職

事
補
任
等
ニ
拠
テ
考
ル
ニ
、
永
正　

年
ノ
官
衙
ナ
ル
ヘ
シ
、
天
明
元
年
九
月　

源
元
寛
識
」
と
あ
る
。
源
元
寛
は
曽
我
部
元
寛
（
享
保

二
十
（
一
七
三
五
）
年
～
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
）
な
る
人
物
で
、
阿
波
出
身
の
儒
者
で
有
職
故
実
や
天
文
暦
な
ど
幅
広
く
学
び
）
6
（

、

様
々
な
分
野
の
テ
キ
ス
ト
の
書
写
に
あ
た
っ
て
い
る
。
大
内
義
隆
と
三
條
西
実
隆
に
よ
る
有
職
故
実
に
つ
い
て
の
問
答
集
で
あ
る
『
多
々

良
問
答
』
を
書
写
し
、
そ
の
つ
い
で
に
当
本
も
書
写
し
た
こ
と
が
奥
書
か
ら
分
か
る
が
、
当
本
を
収
め
た
『
多
々
良
問
答
』
は
ま
だ
確

認
で
き
て
い
な
い
。「
公
卿
補
任
及
職
事
補
任
等
ニ
拠
テ
考
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
本
に
は
永
正
六
年
の
公
卿
補
任
等
を
参
考
に
し
た

書
き
込
み
が
多
数
あ
る
。
奥
書
で
は
年
次
を
空
欄
に
し
て
い
る
が
、
曽
我
部
元
寛
は
当
本
の
年
次
を
永
正
六
年
と
考
え
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
静
嘉
堂
文
庫
本
は
、
曽
我
部
元
寛
の
奥
書
の
あ
と
に
「
右
一
冊
」
と
続
く
の
で
、
曽
我
部
元
寛
本
を
さ
ら
に
写
し
た
も
の
で
あ

る
。
桂
宮
本
や
鷹
司
本
と
比
べ
る
と
異
同
が
多
く
、
静
嘉
堂
文
庫
本
は
内
容
か
ら
も
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
本
と
は
別
系
統
の
も
の
と
言

え
る
。

で
は
、
内
容
年
代
の
確
認
に
移
り
た
い
。
表
１
は
当
史
料
の
記
載
事
項
を
表
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
id 

7（
の
山
科
言
綱
は
永
正
六

年
正
月
二
十
八
日
に
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
て
お
り
、
記
載
人
物
の
な
か
で
一
番
新
し
い
履
歴
で
あ
る
）
7
（

。
従
っ
て
、
当
史
料
の
内
容
年
代
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

id 家名等 名 姓 位階 官職等
5（ 藤井 嗣賢 藤原朝臣 従三位 非参議
55 高辻 章長 菅原朝臣 従三位 非参議　式部大輔
56 冷泉下 為孝 藤原朝臣 従三位 非参議
57 松殿 忠顕 藤原朝臣 従三位 非参議
58 号町 顕基 藤原朝臣 従三位 非参議

諸臣
59 清閑寺 家幸 藤原朝臣 正四位上 刑部卿
60 河鰭　又号一条 実治 藤原朝臣 正四位下 中将
61 四条　号北畠四条 隆永 藤原朝臣 正四位下 少将
62 五条 為学 菅原朝臣 正四位下 大内記
63 中山 康親 藤原朝臣 正四位下 頭中将
6（ 世尊寺 行季 藤原朝臣 従四位上 少将
65 正親町　又号裏辻 実胤 藤原朝臣 従四位上 右頭中将
66 西園寺 実宣 藤原朝臣 従四位上 中将
67 鷲尾 隆康 藤原朝臣 従四位上 中将
68 一条　故妙華寺関白息 房家 藤原朝臣 従四位上 中将
69 日野 隆光＊ 藤原朝臣 従四位下 侍従
70 冷泉 為和 藤原朝臣 従四位下 中将
71 中院 通興 源朝臣 従四位下 侍従
72 三条 公兄 藤原朝臣 従四位下 少将
73 白川 雅業 源朝臣 従四位下 少将
7（ 山科 言綱＊ 藤原朝臣 従四位下 内蔵頭
75 四条 隆秀 藤原朝臣 正五位下 少将
76 藤井 嗣廣 藤原朝臣 正五位下 ―
77 甘露寺 伊長 藤原朝臣 正五位下 右少弁
78 竹屋 光継 藤原朝臣 正五位下 ―
79 水無瀬 英兼 藤原朝臣 正五位下 少将
80 持明院 基規 藤原朝臣 正五位下 少将
81 万里小路 秀房 藤原朝臣 正五位下 右少弁
82 白川 冨秀 源朝臣 正五位下 ―
83 飛鳥井 雅綱 藤原朝臣 正五位下ヵ＊ 少将
8（ 平松 資遠 藤原朝臣 正五位下ヵ＊ ―
85 庭田 重親 源朝臣 従五位上＊ 少将
86 綾小路 資数 源朝臣 従五位上＊ 侍従
87 高倉 永家 藤原朝臣 従五位上＊ 侍従
88 滋野井 季国 藤原朝臣 従五位上＊ 侍従
89 西洞院 時長 平朝臣 従五位上＊ ―
90 菊第 公彦 藤原朝臣 従五位上＊ ―
91 中御門　号松木 宗藤 藤原朝臣 従五位上＊ 侍従
92 柳原 資定 藤原朝臣 従五位上＊ 右兵衛佐
93 法性寺 為益 藤原朝臣 従五位下 中務少輔
9（ 清水谷　号一条 公博 藤原朝臣 従五位下 ―
95 西坊城 長光 菅原朝臣 従五位下 式部権少輔
96 烏丸 資蔭 藤原朝臣 従五位下 侍従
97 北畠 俊茂 藤原朝臣 従五位下 侍従
98 号高原 定雄 菅原朝臣 従五位下 ―
99 号高倉　南家也 範久 藤原朝臣 従五位下 ―
100 飛鳥井中納言入道子 頼孝 藤原朝臣 従五位下 侍従
101 洞院 実賢 藤原朝臣 従五位下 ―
102 葉室 頼継 藤原朝臣 従五位下 右兵衛権佐
103 唐橋 在名 菅原朝臣 六位 蔵人　式部丞
10（ 五辻 諸仲 源朝臣 六位 蔵人　左近将監

注　＊は執筆者により適宜補足・訂正した。
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

id 家名等 名 姓 位階 官職等
公卿

1 九条殿 尚経 藤原朝臣 正二位 関白　左大臣
2 鷹司殿 兼輔 藤原朝臣 正二位 右大臣　左近衛大将
3 三条 実香 藤原朝臣 正二位 内大臣　右近衛大将
（ 中御門 宣胤 藤原朝臣 正二位 権大納言
5 中御門　号松木 宗綱 藤原朝臣 正二位 権大納言
6 四辻　号薮内＊ 実仲 藤原朝臣 正二位 権大納言
7 冷泉下 政為 藤原朝臣 正二位 権大納言
8 四辻下 季経 藤原朝臣 正二位 権大納言
9 小倉 季種 藤原朝臣 従二位 権大納言
10 高辻 長直 菅原朝臣 従二位 権大納言
11 三条 実望 藤原朝臣 従二位 権大納言
12 足利＊ 義尹＊ 源朝臣 従二位 征夷大将軍　権大納言
13 甘露寺 元長 藤原朝臣 従二位 権中納言
1（ 飛鳥井 雅俊 藤原朝臣 正三位 権中納言
15 大炊御門 経名 藤原朝臣 正三位 権中納言
16 徳大寺 公胤 藤原朝臣 正三位 権中納言
17 中御門 宣秀 藤原朝臣 正三位 権中納言
18 坊城 和長 菅原朝臣 正三位 権中納言
19 久我 通言 源朝臣 正三位 権中納言
20 菊第 季孝 藤原朝臣 正三位 権中納言
21 花山院 忠輔 藤原朝臣 正三位 権中納言
22 北畠　伊勢国司也 材親＊ 源朝臣 従三位 権中納言
23 冷泉 永宣 藤原朝臣 正三位 参議
2（ 廣橋 守光 藤原朝臣 正三位 参議　左大弁
25 姉小路 済継 藤原朝臣 従三位 参議
26 三条 公条 藤原朝臣 従三位 参議　右近衛権中将
27 勧修寺 尚顕 藤原朝臣 従三位 参議　右大弁
28 四辻 公音 藤原朝臣 従四位上 参議　左近衛権中将
29 阿野 季綱 藤原朝臣 従四位上 参議　左近衛権中将
30 烏丸 冬光 藤原朝臣 従四位上 参議
31 九条殿 政基 藤原朝臣 従一位 前関白准三宮　前左大臣
32 鷹司殿 政平 藤原朝臣 従一位 前関白　前太政大臣
33 一条殿 冬良 藤原朝臣 従一位 前関白　前太政大臣
3（ 近衛殿 尚通 藤原朝臣 従一位 前関白　前左大臣
35 徳大寺 実淳 藤原朝臣 従一位 前左大臣
36 花山院 政長 藤原朝臣 従一位 前左大臣
37 菊第 公興 藤原朝臣 従一位 前左大臣
38 久我 豊通 源朝臣 従一位 前右大臣
39 西園寺 公藤 藤原朝臣 正二位 前右大臣
（0 三条 実隆 藤原朝臣 正二位 前内大臣
（1 武者小路 緑光 藤原朝臣 正二位 前権中納言
（2 綾小路 俊量 源朝臣 正二位 前権中納言　陸奥出羽按察使
（3 勧修寺 政顕 藤原朝臣 従二位 前権中納言
（（ 田向 重治 源朝臣 従二位 前権中納言　兵部卿
（5 園 基冨 藤原朝臣 従二位 前権中納言
（6 中院 通世 源朝臣 従二位 前権中納言
（7 橋本 公夏 藤原朝臣 正三位 前権中納言
（8 小川坊城 俊名 藤原朝臣 正三位 前権中納言
（9 柳原 量光 藤原朝臣 従三位 前権中納言
50 六条 有継 源朝臣 正二位＊ 前参議
51 持明院 基春 藤原朝臣 正三位 前参議　左衛門督
52 堀川 具茂 源朝臣 従三位 前参議
53 号白川 忠富王 源朝臣 正二位 非参議　神祇伯

表１　補任歴名記載人物一覧
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

は
永
正
六
年
正
月
二
十
八
日
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
永
正
六
年
正
月
二
十
八
日
時
点
の
序
列
が
す
べ
て
反
映
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
ば
id 

63
の
中
山
康
親
は
永
正
五
年
七
月
十
八
日
に
正
四
位
上
に
、
id 

65
の
正
親
町
実
胤
は
永
正
六
年
正
月
十
六
日

に
正
四
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
序
列
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
勧
修
寺
尹
豊
に
つ
い
て
も
id 

102
の
葉
室
頼
継
の
あ
と
に
記
載
す
る

べ
き
だ
が
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当
史
料
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
他
の
補
歴
史
料
で
も
言
え
る
こ
と
で
、
必
ず

し
も
あ
る
時
点
の
序
列
を
正
確
に
抜
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
、
こ
の
不
揃
い
な
履
歴
の
反
映
具
合
を
根
拠
と
し
て
、

最
新
の
履
歴
を
載
せ
る
山
科
言
綱
を
作
成
者
と
仮
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
他
に
検
討
材
料
が
な
い
た
め
こ
こ
で
は
可
能
性
の

指
摘
に
留
め
て
お
き
た
い
。

構
成
は
公
卿
と
諸
臣
か
ら
な
り
、
公
卿
は
官
職
ご
と
に
位
階
順
、
諸
臣
は
位
階
順
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
記
載
範
囲
は
一
位
か
ら
六

位
蔵
人
ま
で
の
「
堂
上
衆
」（
後
述
）
を
対
象
と
す
る
。
記
載
様
式
は
、
公
卿
部
分
は
補
任
の
記
載
様
式
（
官
位
＋
「
臣
」
姓
＋
名
）
を

採
り
、
そ
れ
に
家
名
等
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
諸
臣
部
分
は
歴
名
の
記
載
様
式
（
姓
の
頭
文
字
＋
名
＋
叙
位
日
）
か
ら
叙

位
日
を
除
き
、
官
職
や
家
名
等
を
補
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
史
料
の
記
載
様
式
は
補
任
と
歴
名
の
記
載
様
式
を
合
体
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
。
先
述
の
通
り
、
補
歴
は
補
任
と
歴
名
の
総
称
と
さ
れ
た
り
、
年
ご
と
の
公
家
の
序
列
を
示
し
た
名
簿
と
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

史
料
は
今
ま
で
に
補
任
と
歴
名
の
ほ
か
に
「
補
略
」
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、「
補
略
」
か
ら
「
年
ご
と
の
公
家
の
序
列
を
示
し
た
名
簿
」

と
い
う
定
義
が
導
き
出
さ
れ
た
。「
補
略
」
は
あ
る
時
点
に
お
け
る
公
家
の
序
列
を
示
す
も
の
で
、
当
史
料
の
よ
う
に
横
一
列
で
人
物
が

記
載
さ
れ
て
い
る
）
8
（

。
従
っ
て
、
当
史
料
は
内
容
や
様
式
の
点
で
補
任
・
歴
名
及
び
「
補
略
」
の
要
素
を
併
せ
持
つ
史
料
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
他
の
補
歴
史
料
に
は
見
ら
れ
な
い
様
式
で
あ
り
、
補
歴
史
料
の
形
成
過
程
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

最
後
に
奥
書
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
ま
ず
「
堂
上
衆
当
時
補
任
歴
名
之
分
大
概
注
文
」
と
あ
る
の
は
、
堂
上
衆
は
「
当
時
」
の
補
任

歴
名
に
概
ね
記
載
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
、「
於
家
々
勝
劣
者
各
有
義
勢
之
間
、
無
左
右
不
能
勘
録
者
也
」
は
、
家
々
の
優
劣
は
諸

説
あ
る
の
で
調
べ
あ
げ
て
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
序
列
は
誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

堂
上
衆
は
補
任
歴
名
に
ほ
ぼ
記
載
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
当
時
」
が
現
在
を
指
す
の
か
、
過
去
を
指
す
の
か
不
明
で
あ

る
た
め
、
こ
の
奥
書
が
永
正
六
年
に
記
さ
れ
た
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
あ
る
時
点
の
堂
上
衆
を
概
ね
記
し
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

堂
上
と
は
公
家
の
家
格
で
、
昇
殿
（
内
裏
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
に
昇
る
こ
と
）
を
許
さ
れ
た
家
の
こ
と
で
あ
る
。
対
概
念
に
な
る
の

は
地
下
で
、
地
下
は
昇
殿
を
許
さ
れ
な
い
。
一
般
に
、
堂
上
は
近
世
期
の
公
家
の
家
格
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
形
成
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
。
筆
者
は
戦
国
期
で
あ
る
永
正
年
間
に
堂
上
概
念
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
契
機
と

な
っ
た
事
件
を
次
章
で
詳
述
す
る
。

２
．
堂
上
家
格
の
枠
組
み
と
そ
の
認
識
の
契
機

二
条
家
諸
大
夫
で
あ
る
富
小
路
資
直
は
、
堂
上
へ
の
昇
格
運
動
を
起
こ
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
す
で
に
平
山
敏
治
郎
氏
、
苗
代
田
敏

明
氏
、
池
享
氏
に
よ
っ
て
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
9
（

。
永
正
元
（
一
五
〇
四
）
年
、
六
位
蔵
人
極
臈
の
富
小
路
資
直
は
五
位
昇
進

を
望
み
、
さ
ら
に
昇
殿
を
許
さ
れ
堂
上
列
に
加
わ
る
こ
と
を
志
願
し
た
。
富
小
路
家
は
藤
原
氏
を
称
し
、
資
直
の
父
俊
通
の
代
か
ら
九

条
家
に
諸
大
夫
と
し
て
仕
え
た
家
で
あ
る
）
（1
（

。
資
直
は
九
条
尚
経
の
執
奏
と
三
條
西
実
隆
の
内
奏
と
い
う
強
力
な
後
ろ
楯
に
よ
り
事
を
起

こ
し
た
。
蔵
人
は
昇
殿
が
許
さ
れ
て
い
た
た
め
、
資
直
が
昇
殿
を
許
さ
れ
る
に
は
六
位
蔵
人
へ
の
在
職
が
条
件
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

蔵
人
に
在
職
し
て
い
な
い
資
直
に
昇
殿
を
許
す
こ
と
は
、
堂
上
身
分
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
よ
う
な
資
直
の
望
み
は
当
然

な
が
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
周
囲
の
公
家
達
は
強
い
反
発
を
示
し
、
天
皇
へ
訴
状
を
提
出
す
る
騒
動
と
な
っ
た
。

永
正
元
年
の
資
直
の
野
望
は
殿
上
人
の
反
対
を
受
け
収
束
し
た
か
に
見
え
た
が
、
同
三
年
に
な
っ
て
資
直
は
再
度
昇
殿
を
申
し
入
れ

た
。
殿
上
人
達
は
、
資
直
の
堂
上
昇
格
を
認
め
な
い
勅
答
が
出
て
い
た
た
め
安
堵
し
て
い
た
が
、
再
び
資
直
が
画
策
し
て
い
る
こ
と
が
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永
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年
間
の
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任
歴
名
に
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露
見
し
騒
動
と
な
っ
た
。
前
回
と
は
異
な
り
、
五
位
へ
の
昇
叙
と
昇
殿
が
別
個
の
問
題
と

さ
れ
、
資
直
は
同
三
年
の
十
二
月
に
五
位
昇
叙
を
遂
げ
た
。
そ
し
て
翌
四
年
の
正
月
参
賀

で
は
堂
上
と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
と
し
て
、
殿
上
人
か
ら
激
し
い
批
判
を
受
け

て
い
る
。
恐
ら
く
、
資
直
や
九
条
尚
経
等
は
、
先
ず
五
位
に
叙
し
、
徐
々
に
堂
上
の
な
か

に
組
み
込
ん
で
ゆ
け
ば
、
周
囲
も
既
成
事
実
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
考
え
た

の
だ
ろ
う
。
公
家
達
が
問
題
に
し
た
の
は
、
五
位
昇
進
で
は
な
く
、
昇
殿
を
し
て
堂
上
身

分
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
公
家
達
の
反
対
の
結
果
、
昇
殿
は
認
め
る
が
堂

上
列
は
認
め
な
い
「
地
下
の
昇
殿
」
と
す
る
勅
裁
が
お
り
た
。

資
直
の
望
み
は
潰
え
た
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
の
ち
に
富
小
路
家
は
念
願
の
堂

上
家
昇
格
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
詳
細
な
年
次
や
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
永
禄
六
～

八
年
の
間
に
堂
上
に
列
し
た
）
（（
（

。

で
は
、
堂
上
家
格
の
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
た
契
機
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

史
料
１
（『
宣
胤
卿
記
』
永
正
四
（
一
五
〇
七
）
年
正
月
四
日
条
）

抑
資（
富
小
路
）直元
六
位
蔵

人
極
臈
昇
殿
事
、
自
叙
爵
以
前
所
及
御
沙
汰
也
、
可
為
堂
上
列
之
由
、
去
々
年

殿（
九
条
尚
経
）
下
被
執
申
之
処
、
殿
上
人
等
一
同
憤
申
、
去
年
捧
訴
状
殿
上
人

連

署
、
然
勅
答
、
不
可
為

堂
上
列
、
如
久
我
諸
大
夫
、
聴
昇
殿
可
為
地
下
分
之
由
、
被
仰
云
々
、
本
人
者
猶
成

鷹
揚
之
思
歟
、
今
度
御
沙
汰
又
如
何
、
資
直
父
始
源
康
俊
一
條
殿
諸
大

夫
久
任
父
子
為
源
氏
、
近
改

為
藤
氏
、
是
誰
子
分
哉
、
俊
通
父
祖
無
知
人
、
出
自
二
條
殿
御
流
分
新
作
系
図
、
申

九
條
殿
政
基
公

、
令
書
与
給
云
々
、［（
以
外
ヵ
）

　
 

］
次
第
也
、
非
譜
第
、
無
才
無
藝
、
無
威
無
好
、

富小路資直堂上昇格運動の経緯

永正元年10月
資直は五位昇進と昇殿、堂上列への加入を志願するも、殿上人らは強い反発
を示し天皇へ連署の奏状を提出。勅答では資直が堂上に列することを認めず、
一旦騒動は収束。

同３年４月 資直、再度昇殿を禁裏へ申し入れる。
５月 殿上人ら、反対の連署奏状を提出。

６月 ９月の「御法事」（後土御門天皇七回忌懴法講）が終わってから裁定をくだ
すとの勅答。

12月 資直、叙爵を勅許される。
同４年正月 資直の叙爵勅許に関し、昇殿は勅許されないよう殿上人らが連署奏状を作成。

２月
将軍義澄が殿上人らの反対の意向を禁裏に申し入れ、武命に任せるとの勅答
あり。殿上人らは義澄から、資直を「地下の昇殿」とするようにとの女房奉
書を得る。



─ 15 ─

永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

依
何
事
可
列
雲
客
哉
、
父九
條
殿
諸
大
夫

俊
通
始
而
叙
三
位
、
資
直
始
而
被
補
六
位
蔵
人
、
過
分
之
至
極
也
、
朝
家
零
落
歎
而
有
餘
者
乎
、

史
料
１
は
、
永
正
四
年
正
月
参
賀
に
お
け
る
資
直
の
振
る
舞
い
を
受
け
、
中
御
門
宣
胤
が
憤
慨
し
て
書
き
付
け
た
日
記
で
あ
る
。
資

直
の
出
自
を
持
ち
出
し
、
二
条
家
の
血
筋
を
引
く
な
ど
と
偽
っ
た
系
図
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
、
父
俊
通
と
と
も
に
過
分
の
待
遇
を
受

け
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
九
條
尚
経
が
資
直
の
「
堂
上
列
」
昇
格
を
執
奏
し
た
が
、
天
皇
は
「
堂
上
列
」
で
は

な
く
「
昇
殿
」
を
許
し
て
「
地
下
」
の
身
分
と
す
る
勅
裁
を
下
し
た
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
堂
上
と
地
下
と
の
間
に
別
の
階
層
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
堂
上
の
基
準
で
あ
る
は
ず
の
昇
殿
を

地
下
に
許
し
、
地
下
が
昇
殿
を
許
さ
れ
る
も
身
分
は
地
下
の
ま
ま
と
い
う
矛
盾
し
た
階
層
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
階
層
は
富
小
路
資

直
の
事
件
に
お
い
て
初
め
て
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
下
諸
家
が
「
地
下
の
昇
殿
」
に
昇
進
す
る
動
き
は
、
康
暦
元
（
一
三
七
九
）

年
の
安
倍
有
世
以
降
多
数
確
認
で
き
る
）
（1
（

。
た
だ
し
、
そ
の
関
係
史
料
の
な
か
で
「
堂
上
」
の
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
地
下
諸
家
の
昇

進
運
動
の
な
か
で
堂
上
の
文
言
が
初
め
て
確
認
で
き
る
の
が
、
こ
の
富
小
路
資
直
の
事
件
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
富
小
路
資
直
の
堂

上
昇
格
運
動
が
契
機
と
な
り
、
堂
上
公
家
の
根
強
い
反
発
を
生
ん
だ
た
め
、
堂
上
の
枠
組
み
が
強
く
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
竹
内
家
の
動
向
が
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
史
料
１
の
「
久
我
諸
大
夫
」
と
は
、
竹

内
基
治
の
こ
と
で
あ
る
。
竹
内
家
は
久
我
家
の
諸
大
夫
家
で
、
基
治
は
九
条
家
諸
大
夫
の
富
小
路
資
直
と
昇
進
時
期
を
同
じ
く
し
て
い

た
。
永
正
元
年
八
月
、
基
治
は
昇
殿
を
勅
許
さ
れ
た
。
次
の
史
料
は
『
宣
胤
卿
記
』
の
永
正
元
年
八
月
十
日
条
で
あ
る
。

史
料
２

（
前
略
）
頭
右
中
弁
賢
（
万
里
小
路
）
房
朝
臣
状
到
来
、（
中
略
）
久
我
前
内
府
諸
大
夫
源
基
治
昇
殿
事
、
備
進
旧
案
、
属
按（
綾
小
路
俊
量
）

察
卿
申
之
、
已
勅
許
、

無
子
細
事
歟
、
又
下
知
案
如
此
、
無
相
違
歟
云
々
、（
中
略
）
又
諸
大
夫
昇
進
〔
殿
ヵ
〕事

、
非
普
通
儀
、
定
被
経
御
沙
汰
歟
、
拾（
三
條
西
実
隆
）

遺
亜
相
存

知
歟
、
可
尋
之
由
返
答
了
、

 

源
基
治
所
被
聴
昇
殿
也
、
可
被
下
知
之
状
如
件
、
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八
月
九
日蔵

人
中
務
丞
殿

　

右
（
万
里
小
路
賢
房
）

中
弁
判 　

 「
此
分
不
相
違
候
、
以
前
兼（
卜
部
）永
朝
臣
昇
殿
之
時
書
進
之
候
、
若
可
為
四
品
以
後
歟
如
何
、
彼
一
流

先
年
被
経
御
沙
汰
勅
許
、
今
度
同
前
之
由
、
後
日
賢
房
朝
臣
示
送
之
、」

基
治
の
昇
殿
勅
許
に
際
し
、
中
御
門
宣
胤
が
万
里
小
路
賢
房
か
ら
御
教
書
の
書
式
に
つ
い
て
意
見
を
問
わ
れ
、
そ
の
回
答
を
控
え
た

記
事
で
あ
る
。
回
答
は
小
書
（「
」
部
分
）
で
あ
る
。
宣
胤
は
「
又
諸
大
夫
昇
進
事
、
非
普
通
儀
」
と
し
、
基
治
の
昇
殿
を
異
例
の
こ
と

と
し
て
い
る
）
（1
（

。
資
直
の
昇
殿
一
件
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
永
正
元
年
八
月
で
あ
り
）
（1
（

、
基
治
の
昇
殿
勅
許
と
同
時
期
で
あ
る
。
基
治
の
昇

殿
勅
許
は
、
資
直
が
堂
上
を
所
望
し
た
直
接
的
な
契
機
と
み
て
間
違
い
な
い
。
昇
殿
を
認
め
ら
れ
た
基
治
は
諸
大
夫
家
の
中
で
筆
頭
と

な
っ
た
た
め
、
差
を
つ
け
ら
れ
た
資
直
は
昇
殿
で
は
な
く
堂
上
を
望
み
、
基
治
を
一
気
に
追
い
越
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
資
直
の

堂
上
昇
格
は
認
め
ら
れ
ず
、
永
正
四
年
ま
で
持
ち
越
し
た
結
果
、
資
直
は
基
治
と
同
じ
「
地
下
の
昇
殿
」
に
落
ち
着
く
こ
と
と
な
っ
た
。

よ
っ
て
、
資
直
が
望
ん
だ
堂
上
昇
格
は
、
富
小
路
・
竹
内
家
間
で
の
競
争
の
中
で
生
じ
た
動
き
で
あ
っ
た
。
堂
上
の
枠
組
み
が
公
家

社
会
で
認
識
さ
れ
た
背
景
に
は
諸
大
夫
層
の
昇
進
競
争
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
地
下
諸
家
の
昇
進
程
度
か
ら
逸
脱
す
る
動
き
（
堂
上
昇

格
）
が
契
機
と
な
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
こ
で
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
補
任
歴
名
に
立
ち
返
り
た
い
。
当
史
料
の
内
容
年
代
は
永
正
六
年
に
比
定
し
て
い
た
。
富
小
路
資
直

は
永
正
元
年
か
ら
同
四
年
に
か
け
て
こ
の
騒
動
を
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
が
当
史
料
の
内
容
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
史
料
を
永
正
六
年
の
公
卿
補
任
と
比
較
す
る
と
、
以
下
の
人
物
が
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

吉
田
兼
倶
・
土
御
門
泰
清
・
同
有
宣
・
勘
解
由
小
路
在
通
・
大
中
臣
敏
忠
・
吉
田
兼
昭
・
大
中
臣
伊
忠

彼
ら
は
永
正
六
年
時
点
で
地
下
で
あ
り
、
堂
上
で
は
な
い
。
こ
れ
は
奥
書
の
、
堂
上
衆
を
大
略
載
せ
た
と
い
う
記
述
に
合
致
す
る
。

彼
ら
を
記
載
せ
ず
、
も
ち
ろ
ん
堂
上
に
昇
格
で
き
な
か
っ
た
富
小
路
資
直
も
載
せ
ず
に
堂
上
衆
の
み
の
補
歴
を
作
成
し
た
こ
と
は
、
富

小
路
資
直
の
事
件
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
事
件
が
契
機
と
な
り
堂
上
の
枠
組
み
が
強
く
認

識
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
の
一
端
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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元
来
、
補
任
や
歴
名
と
い
っ
た
史
料
は
、
堂
上
や
地
下
は
も
ち
ろ
ん
、
摂
家
・
清
華
な
ど
の
家
格
を
反
映
し
た
史
料
で
は
な
い
。
し

か
し
当
史
料
の
場
合
、
記
載
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
堂
上
で
あ
り
、
家
格
が
史
料
の
内
容
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
影
響
は

あ
る
時
点
の
公
家
の
序
列
を
示
し
た
「
補
略
」
に
顕
著
で
あ
り
、
記
載
人
物
の
区
分
が
公
卿
・
殿
上
人
・
地
下
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
る
史
料
を
複
数
確
認
で
き
る
）
（1
（

。
補
任
歴
名
は
記
載
様
式
・
構
成
の
点
で
補
任
・
歴
名
と
「
補
略
」
と
の
中
間
に
位
置
付
け
ら
れ
、
補

歴
史
料
の
形
成
過
程
に
お
い
て
補
任
・
歴
名
と
「
補
略
」
と
を
関
連
付
け
る
史
料
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
今
後
の
課
題

今
回
、
補
任
歴
名
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
補
歴
関
係
史
料
の
な
か
か
ら
二
パ
タ
ー
ン
の
性
格
の
史
料
を
取
り
上
げ
、
補
歴
の
構
成
・

記
載
様
式
・
記
載
範
囲
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
補
任
歴
名
が
構
成
等
い
ず
れ
の
要
素
に
お
い
て
も
従
来
紹
介
さ

れ
て
き
た
補
歴
史
料
と
異
な
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
を
連
関
さ
せ
る
史
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
だ
こ
れ
か
ら
検
討
材
料
を
集

め
る
必
要
は
あ
る
が
、
補
歴
史
料
の
形
成
過
程
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。
今
後
さ
ら
に
補
歴
史
料
を

収
集
し
、
補
歴
史
料
の
形
成
過
程
及
び
派
生
理
由
の
解
明
に
取
り
組
み
た
い
。

ま
た
、
補
歴
は
江
戸
期
に
お
い
て
毎
年
決
ま
っ
た
部
署
で
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
様
式
が
固
ま
る
。
こ
う
し
た
史
料
上
の
様
式
の

固
定
化
は
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
の
制
度
的
・
組
織
的
変
化
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
中
世
か
ら
近
世
へ

の
移
行
の
な
か
に
、
マ
ク
ロ
的
視
点
を
以
て
補
歴
史
料
を
位
置
付
け
る
試
み
も
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

最
後
に
、
公
家
社
会
構
造
か
ら
の
考
察
と
な
る
が
、
堂
上
家
格
が
形
成
さ
れ
る
過
程
と
補
歴
が
形
成
・
派
生
す
る
過
程
は
、
本
稿
の

検
討
結
果
か
ら
勘
案
す
る
と
非
常
に
親
和
性
の
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
補
歴
史
料
を
史
料
面
か
ら
考
察
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
公

家
社
会
構
造
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
積
極
的
に
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

注

（
1
） 
斎
木
一
馬
「
公
卿
補
任
」（『
日
本
歴
史
』
一
九
四
、
一
九
六
四
）、
富
田
正
弘
「
口
宣
・
口
宣
案
の
成
立
と
変
遷
―
院
政
＝
親
政
と
天
皇

＝
太
政
官
政
―
」（『
中
世
公
家
政
治
文
書
論
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
、
初
出
一
九
七
九
・
一
九
八
〇
）、
湯
川
敏
治
「『
歴
名
土
代
』

に
つ
い
て
―
も
う
一
つ
の
公
家
の
昇
進
記
録
―
」（『
戦
国
期
公
家
社
会
と
荘
園
経
済
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
、
初
出
一

九
九
六
）、
金
子
拓
「
戦
国
期
室
町
幕
府
・
大
名
・
国
人
と
官
位
―
「
歴
名
土
代
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
中
世
武
家
政
権
と
政
治
秩
序
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）、
上
嶋
康
裕
「
中
世
後
期
の
「
補
任
」「
系
図
」
―
そ
の
書
写
者
と
注
記
に
注
目
し
て
」（『
メ
タ
プ
テ
ィ
ヒ
ア

カ　

名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
育
研
究
推
進
室
年
報
』
五
、
二
〇
一
一
）、
井
原
今
朝
男
「
天
皇
の
官
僚
制
と
室
町
殿
・
摂
家
の

家
司
兼
任
体
制
―
名
家
広
橋
・
局
務
清
原
・
内
記
菅
原
家
を
中
心
に
―
」（『
室
町
廷
臣
社
会
論
』
塙
書
房
、
二
〇
一
四
）。

（
2
） 

武
部
敏
夫
「
補
略
に
つ
い
て
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
月
報
』
三
二
、
一
九
六
五
）、
赤
坂
恒
明
「
永
禄
六
年
の
『
補
略
』
に
つ
い
て
―

特
に
戦
国
公
家
大
名
（
在
国
公
家
領
主
）
に
関
す
る
記
載
を
中
心
に
―
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
』
人
間
学
部
篇 

一
一
、
二
〇
一
一
）。

（
3
） 

赤
坂
恒
明
「
貞
治
三
年
と
応
安
四
年
の
『
暦
名
』
に
つ
い
て
―
南
朝
方
の
公
家
・
武
家
に
関
す
る
記
載
を
中
心
に
―
」（『
埼
玉
学
園
大

学
紀
要
』
人
間
学
部
篇 

一
六
、
二
〇
一
六
）。

（
（
） 

補
訂
箇
所
に
は
〔
〕
を
以
て
傍
注
を
付
し
た
。

（
5
） 

写
真
版
で
は
表
紙
見
返
し
に
「
補
任
歴
名　

永
正　

年
」
と
薄
く
反
転
し
た
文
字
を
確
認
で
き
る
。
①
元
の
表
紙
を
裏
か
ら
見
た
も
の
、
②

元
の
表
紙
の
文
字
が
現
表
紙
に
写
っ
た
も
の
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
脱
稿
前
に
再
度
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
文
字
の
確
認

も
含
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
6
） 

藤
木
喜
一
郎
「
律
令
学
者
曽
我
部
元
寛
に
つ
い
て
」（『
関
西
学
院
史
学
』
五
、
一
九
五
九
）
を
参
照
。

（
7
） 

表
１
id 

83
・
8（
の
飛
鳥
井
雅
綱
・
平
松
資
遠
も
山
科
言
綱
と
同
日
に
正
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
中
に
「
従
五
位
上
」
の
見
出

し
が
な
く
、
両
人
が
従
五
位
上
の
上
席
な
の
か
正
五
位
下
の
末
席
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
id 

7（
に
拠
っ
て
当
史
料
の
内
容

年
代
を
永
正
六
年
正
月
二
十
八
日
以
降
と
し
、
id 

83
・
8（
を
正
五
位
下
の
末
席
と
し
て
お
く
。

（
8
） 

補
略
に
つ
い
て
は
赤
坂
恒
明
二
〇
一
一
前
掲
論
文
、
同
「
元
亀
二
年
の
『
堂
上
次
第
』
に
つ
い
て
―
特
に
左
京
大
夫
家
康
（
三
川 

徳
川
）

に
関
す
る
記
載
を
中
心
に
―
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
創
刊
号
、
二
〇
一
三
）、
同
「
天
正
四
年
の
『
堂
上
次
第
』
に
つ
い
て
―
特
に
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永
正
年
間
の
補
任
歴
名
に
つ
い
て

滅
亡
前
夜
の
北
畠
一
門
に
関
す
る
記
載
を
中
心
に
―
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
二
、
二
〇
一
三
）、
同
「
文
禄
年
間
の
公
家
列
名
史
料

『
当
官
前
官
略
次
第
』
に
つ
い
て
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
七
、
二
〇
一
六
）
を
参
照
し
た
。

（
9
） 
平
山
敏
治
郎
「
堂
上
富
小
路
家
成
立
の
顛
末
」（『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
八
（
Ⅱ
）、
一
九
八
二
）、
苗
代
田
敏
明
「
中
世
後
期
地
下
官
人

の
一
形
態
―
九
条
家
諸
大
夫
富
小
路
氏
に
つ
い
て
―
」（『
日
本
社
会
史
研
究
』
三
〇
、
一
九
九
一
）、
池
享
「
戦
国
・
織
豊
期
の
朝
廷

政
治
」（『
戦
国
・
織
豊
期
の
武
家
と
天
皇
』、
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
、
初
出
一
九
九
二
）。

（
10
） 

平
山
敏
治
郎
前
掲
論
文
。
俊
通
以
前
の
来
歴
も
『
諸
家
伝
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
平
山
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
事
実
関
係
は
確
認

で
き
な
い
と
さ
れ
る
。

（
11
） 

富
小
路
資
直
の
孫
種
直
は
、
永
禄
六
年
時
点
で
は
六
位
蔵
人
で
あ
る
が
（
赤
坂
恒
明
二
〇
一
一
前
掲
論
文
）、
永
禄
八
年
で
は
五
位
の
殿
上

人
に
列
し
て
い
る
（「〔
月
卿
雲
客
次
第
等
（
永
禄
八
）〕」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
広
橋
家
記
録
（
補
任
（
二
））
二
三
）
よ
り
）。

（
12
） 

『
後
深
心
院
関
白
記
』
康
暦
二
年
正
月
四
日
条
、
ほ
か
。

（
13
） 

し
か
し
、
竹
内
家
の
昇
殿
は
基
治
が
初
例
で
は
な
い
。
こ
の
前
年
の
正
月
、
宣
胤
は
「
諸
大
夫
ハ
一
向
不
聴
昇
殿
事
候
」（『
宣
胤
卿
記
』
文

亀
三
年
正
月
十
七
日
条
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宣
胤
の
認
識
不
足
で
あ
る
。

（
1（
） 

『
実
隆
公
記
』
永
正
元
年
八
月
廿
五
日
条
。

（
15
） 

赤
坂
恒
明
二
〇
一
一
前
掲
論
文
、
ほ
か
。

〈
付
記
〉
翻
刻
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
よ
り
御
許
可
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。


